
○器具・容器包装製造業の公衆衛生上必要な措置

・食品衛生法施行規則第６６条の５

（一般衛生管理）

【全ての器具・容器包装製造事業者に適用されるもの】

一 器具又は容器包装が適切に製造されるよう，必要な人員を配置し，作業内容を設定し，

及び施設設備等を維持すること。

二 器具又は容器包装の製造に従事する人員（以下この条及び次条において「作業従事者」

という。）の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を行うとともに，作業従事者

に作業手順及び衛生管理に必要な事項を理解させ，それらに従い作業を実施させるこ と。

三 施設又は作業区域は，器具又は容器包装の使用方法等を踏まえ，必要に応じて粉じんや

埃等の混入による汚染が防止できる構造とし，清潔な状態を維持すること。

四 清潔な作業環境を維持するため，施設の清掃及び保守点検並びに廃棄物の処理を適切に

実施すること。

五 器具又は容器包装の製造の管理をする者及び作業従事者の教育訓練を実施し，食品衛生

上の危害の発生の防止に必要な情報及び取組を関係者間において共有すること。

六 作業手順を作成し，衛生管理に必要な事項を定め，及びそれらの取組内容の結果を記録

するとともに，必要に応じて速やかに確認できるよう保存すること。

七 器具又は容器包装の原材料の購入，使用及び廃棄並びに器具又は容器包装の製造，貯蔵，

出荷及び廃棄に係る記録を作成し，当該器具が使用される期間又は当該容器包装に入れら

れ，若しくは包まれた食品若しくは添加物が消費されるまでの期間を踏まえて保存するこ

と。

・食品衛生法施行規則第６６条の５ ②

（食品用器具又は容器包装を適正に製造管理するための取組）

【ポジティブリスト対象材質：合成樹脂の器具・容器包装製造事業者に適用されるもの】

一 令第一条で定める材質の原材料※（以下この条及び次条において「原材料」という。）

は，法第十八条第三項の規定に適合するものを使用すること。

二 器具又は容器包装の製品設計にあつては，設計された製品が法第十八条第三項の規定に

適合すること及びその製造工程が同条第一項の規格又は基準に適合していることを確認す

ること。

三 必要に応じて食品衛生上の危害の発生又は危害が発生するおそれを予防するための措置

を分析し，管理が必要な要因を特定すること。

四 前号の管理が必要な要因については，食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な

製造及び管理の水準（以下「管理水準」という。）及び管理方法を定め，適切に管理する

こと。

五 原材料及び器具又は容器包装が適切な管理水準を満たすことを確認すること。

六 適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装，回収した器具又は容器

包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については，その

対応方法をあらかじめ定めておくこと。

七 適切な管理水準を満たさない原材料又は器具若しくは容器包装，回収した器具又は容器

包装その他食品衛生上の危害が発生するおそれのある器具又は容器包装については，前号

の規定により定められた方法に従い対応すること。

八 製造に使用した原材料及び製造した器具又は容器包装の一部を必要に応じて保存するこ

と。

※令第一条で定める材質の原材料は，「合成樹脂」とする


